
※ 個人情報の保護に関する規律を法に一元化

【国・独法・地方・民間】
※一元化

（改正）個人情報保護法

※国・独法・民間は、既に令和4年
4月1日より一元化されている。

➢ 地方公共団体は、令和5年4月1日から法が適用され、法に基づき個人情報を取り扱うこととなる。
これにより、地方公共団体の現行条例は、廃止又は全部改正が必要となる。

➢ 地方公共団体は、法を施行する上で、必要最低限度の事項についてのみ、施行条例（新規）への
規定が認められる。

※ 本市において、法が適用されるのは、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資
産評価審査委員会、上下水道局、消防本部となっています。議会は、個人情報の保護に関する理念規定等は適用
されますが、個人情報の取扱いに関しては、法の適用を受けません。

① 個人情報保護法制の不均衡・不整合を是正し、全国的な「共通ルール」を規定することにより、
法の解釈と運用を統一。地方公共団体の適格な運用を確保する。

② 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報の保護」と「データ流通」の両立・強化。
③ 個人情報保護委員会（独立性・政治的中立性を有する国の機関）による法の一元的な解釈と執行

の確保。個人情報保護委員会が地方公共団体を監視監督する。
④ 個人情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成長戦略への整合。

【民間事業者】 → （旧）個人情報保護法
【国の行政機関】→ 行政機関個人情報保護法
【独立行政法人】→ 独立行政法人等個人情報保護法
【地方公共団体】→ 各地方公共団体の個人情報保護条例

※いわゆる「2000個問題」
（個人情報に関する規律が我が国に約2000個もあるという問題）
※国と地方、地方と地方とで規定内容やその運用が異なる。
※公営と民営で個人情報の定義が異なる。

令和5年4月1日～

こ
れ
ま
で

（１）法改正の趣旨・目的



① 個人情報に関する定義を統一。
② 地方公共団体における個人情報の取扱いについては、国と同じ規律を適用。
③ 個人情報ファイル簿の作成・公表が義務化（利用目的を明確化）。
④ 国の個人情報保護委員会が、一元化された規律をもとに、地方公共団体を監視監督。

（※地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し個人情報保護委員会に対し必要な情報の提供又は
助言を求めることが可能。）

⑤ 地方公共団体は、法を施行する上で特に必要な場合に限り、必要最低限の事項についてのみ、
「法施行条例（新規制定）」へ規定することが認められる。
（※法と重複する規定や法の趣旨に反する規定は定めることができない。）

⑥ 法の適格な運用を図るため、個人情報保護委員会がガイドライン等を策定。

法第61条 個人情報の保有の制限等（利用目的の特定、保有の制限、利用目的の変更）
法第62条 利用目的の明示
法第63条 不適正な利用の禁止
法第64条 適正な取得
法第65条 正確性の確保
法第66条 安全管理措置
法第67条 従事者の義務
法第68条 漏えい等の報告等
法第69条 利用及び提供の制限
法第70条 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求

※ データの一元化
や国による管理を
目的としていない。

（１）改正の概要

（２）法における個人情報の取扱い関係

※ 現行条例と比較して、規定ぶりは
異なるものの、法全体や執行面を含
めた法体系全体において、個人情報
の保護水準は確保されている。



【方針１】現行条例を廃止し、「沖縄市個人情報保護法施行条例」を新規制定します。

【方針２】施行条例には、改正法の施行にあたって必要となる規定を盛り込みます。

（１）施行条例を適用する市の機関を定義します。＜第２条＞
・法及び施行条例の適用を受ける市の実施機関を明確にする必要があるため、市の実施機関

を定義します（実施機関とは、市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管
理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。）。

（２）開示請求等に係る手数料を定めます。＜第３条＞
・開示請求に係る申請手数料を条例にて定める必要があるため、手数料はこれまでと同様、

無料とし、公文書の写しの作成にかかる費用や送料についても、引き続き請求者の実費負
担（これまでと同額）とすることを規定します（実費負担額は規則で定めます。）。

（３）審査請求（不服申立て）の諮問先を定めます。＜第４条＞
・開示決定等に対する審査請求については、行政不服審査法に基づき諮問しなければならな

いとされており、諮問先を明確にする必要があることから、既存の「情報公開・個人情報
保護審査会」を当該諮問機関とすることを規定します。

（４）開示決定等の期限を定めます。＜第５条・第６条＞
・法において開示決定等の期限を条例で定めることが可能とされていることから、本市にお

ける開示決定等の期限については、引き続き現行と同じく、請求があった日の翌日から起
算して14日以内、延長は16日以内（合計30日以内）とすることを規定します。
（国の期限は、決定30日以内、延長30日以内（合計60日以内）となっています。）

（５）苦情の申出に関する規定を定めます。＜第７条＞
・現行と同様に、市が保有する個人情報の取扱いについて苦情があるときは、苦情の申出を

行うことができることを規定します。
（６）審議会への諮問、設置、組織について定めます。＜第８条・第９条＞

・法において審議会の設置については、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知
見に基づく意見を聴くことが特に必要と認めるときは、条例で審議会を設置し諮問するこ
とを可能としているため、審議会の設置等について規定します。

・審議会への諮問は、これまでとは異なり、より専門性の高い知見から運用上の細則等を定
めようとする場合に諮問することが、法において許容されています。

（７）実施状況の公表について定めます。＜第１０条＞
・現行と同様に、毎年１回、法の施行状況を取りまとめ、公表することを規定します。

➢パブリック
コメントを実施。
⇒ 意見なし

➢審議会へ諮問。
⇒ 概ね妥当との

意見。
⇒ 将来的には、

要配慮個人情
報の追加など
検討するよう
意見あり。

検討に際しては、


